
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年９月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第１０８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月１８日 ０９時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港網干第２区 網干西灯台から真方位１１６°４８０ｍ

付近 

（概位 北緯３４°４５.６′ 東経１３４°３５.５′） 

事故等調査の経過 平成２２年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 

Ａ 作業船 海
かい

徳
とく

丸、１９トン 

２６０－４５４６９大阪、海洋開発興業株式会社 

Ｂ 浚渫船 高砂
たかさご

丸、全長４６.２６ｍ 

廃０５－６１４ 栄臨建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首マストフラッグに曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、姫路港網干第２区において、船長ほか２人が乗り組み、船首約

０.８ｍ、船尾約１.５ｍの喫水で、左舷側に船首尾約２.０ｍの喫水となっ

た非自航のＢ船を接舷させ航行中、船首の係留ロープが切断し、平成２２

年５月１８日０９時１０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷側中央部が衝

突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

なし 

 Ａ船は、姫路港網干第２区において、Ｂ船を左

舷側に接舷させて航行中、船首の係留ロープが経

年劣化して切断し、Ｂ船と衝突した可能性がある

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、姫路港網干第２区において、Ｂ船を左舷側に接舷さ

せて航行中、船首の係留ロープが経年劣化して切断したため、Ｂ船と衝突

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




